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令和５年度尾張北部環境組合 上半期財政状況   

 

 １．一般会計歳入歳出予算の執行状況（令和５年９月３０日現在） 

（１）歳入        

   区 分 

款 

予算現額（繰越

明許費を含む） 
調定額 収入済額 予算構成比 

１ 分担金及び 

負担金 

         円     円    円 ％ 

216,330,000 12,740,370 7,737,270 97,6 

２ 使用料及び

手数料 
2,000 2,450 2,450 0.0 

３ 国庫支出金 5,385,000 0 0 2.4 

４ 繰越金 1,000 4,269,119 4,269,119 0.0 

５ 諸収入 1,000 0 0 0.0 

歳入合計 221,719,000 17,011,939 12,008,839 100.0 

 

 

（２）歳出 

    区 分 

款 

予算現額（繰越

明許費を含む） 
支出済額 予算残額 予算構成比 

１ 議会費 
円          円      円  ％ 

1,312,000 36,300 1,275,000 0.6 

２ 総務費 74,444,000 2,151,028 72,292,972 33.6 

３ 建設事業費 144,963,000 135,866 144,827,134 65.4 

４ 予備費 1,000,000 0 1,000,000 0.4 

歳出合計 221,719,000 2,323,194 219,395,806 100.0 

 

 

２．財産、地方債及び一時借入金の現在高（令和５年９月３０日現在） 

 （公有財産） 

区分 建物 土地 

行政財産 
㎡ ㎡ 

0 26,613.78 

 

 （地方債及び一時借入金） 

   なし 
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３．その他 

（１）構成市町の面積 

    犬山市    ７４．９０ｋ㎡ 

    江南市    ３０．２０ｋ㎡ 

    大口町    １３．６１ｋ㎡ 

    扶桑町    １１．１９ｋ㎡     合計 １２９．９０ｋ㎡ 

 

（２）構成市町の人口及び世帯数   （令和５年９月３０日現在）  

区分 
人口 

世帯数 
男 女 合計 

犬山市 35,850人 36,352人 72,202人 31,872世帯 

江南市 48,435人 50,266人 98,701人 42,769世帯 

大口町 12,304人 11,899人 24,203人 9,979世帯 

扶桑町 17,472人 17,580人 35,052人 15,002世帯 

合 計 114,061人 116,097人 230,158人 99,622世帯 

                               

 

４．令和４年度一般会計歳入歳出決算の状況 

（１）歳入        

   区 分 

款 

予算現額（繰越

明許費を含む） 
収入済額 

予算現額と収入 

済額との比較 

予算に対する 

収入率 

１ 分担金及び

負担金 

        円    円    円 ％ 

79,252,000 79,252,000 0 100.0 

２ 使用料及び

手数料 
3,000 2,700 △300 90.0 

３ 国庫支出金 2,535,000 2,600,000 65,000 102.6 

４ 繰越金 8,800,000 8,800,630 630 100.0 

５ 諸収入 2,000 2 △1,998 0.1 

歳入合計 90,592,000 90,655,332 63,332 100.1 

    
 
（２）歳出 

    区 分 

款 

予算現額（繰越

明許費を含む） 
支出済額 

予算現額と支出 

済額との比較 

予算に対する支
出率 

１ 議会費 
         円         円      円 ％ 

276,000 190,980 85,020 69.2 

２ 総務費 69,194,000 67,118,005 2,075,995 97.0 

３ 建設事業費 20,122,000 19,077,228 1,044,772 94.8 

４ 予備費 1,000,000 0 1,000,000 0.0 

歳出合計 90,592,000 86,386,213 4,205,787 95.4 
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（３）実質収支 

区 分 金 額 

１ 歳入総額 
     千円 

90,655 

２ 歳出総額 86,386 

３ 歳入歳出差引額 4,269 

４ 翌年度へ繰り越すべき財源 

（繰越明許費繰越額） 
0 

５ 実質収支額 4,269 

６ 実質収支額のうち地方自治法第２３３条

の２の規定による基金繰入額 
0 

 

 

 

 


